
家財処分支援の補助制度

空き家所有者の物件利活用の促進を図るため、空き家情報バンクへの登録及び流通
促進を目的として、所有者が家財処分等にかかる費用を支援

対象者： 空き家情報バンクに登録中の空き家所有者

対象経費： 家財道具、特定家庭用機器廃棄物（冷蔵庫や洗濯機）の処分費等

補助額： 補助率２/３（上限100千円）
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